
 

 

 

 

 

 

・悪質な手口 

 宅地内の給水・排水設備の管理は、各家庭がすることになっていま

す。排水管は流れていればつまる心配はなく、掃除の心配はありませ

ん。業者の中には、点検といって家に上がりこみ、訪問を繰り返して

高額な工事を勧めるケースがあります。水まわりや下水の状態は、住

人でもよく分からないため、不安にさせて契約をさせます。高齢者の

方は、特に注意してください。 

 役場からの依頼により各家庭に有料のサービスを勧めることはあ

りません。 

※役場が行うポンプの点検等は、役場が支払いを行うため個人の負

担はありません。 

（事前にお知らせの通知を送付します。） 
 

《お問合せ先》          

  檜原村 産業環境課 生活環境係 

電話 042-598-1011  
 

 

 

 

・契約してしまったときは 

 契約を解除したいときは、訪問販売で３，０００円以上の取引なら

ば、クーリング・オフ（無条件解約）ができます。契約書面を受け取

ってから、8 日以内に書面で解約を業者に申し出ます。工事等が終

わっていても費用を負担することはありません。また、8 日を過ぎ

ても、あきらめずに消費者ホットライン（裏面）に相談してください。 

 




